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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
稿
者
が
か
つ
て
「
北
魏
墓
誌
の
刻
に
つ
い
て
―
李
媛
華
墓
誌
と
元

子
直
墓
誌
―（１
）」（

以
下
、「
旧
稿2011

」
と
略
称
す
る
）
に
お
い
て
、
李
媛
華
・
元

子
直
各
墓
誌
中
に
存
在
す
る
同
一
刻
法
を
検
証
し
た
が
、
そ
の
後
、
そ
の
両
誌

と
同
一
の
刻
法
が
さ
ら
に
元
徽
墓
誌
中
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
い
た
た

め
、
三
誌
に
認
め
ら
れ
る
同
一
刻
法
を
、
伝
播
す
る
特
定
刻
法
の
ひ
と
つ
と
位

置
付
け
、
改
め
て
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

稿
者
が
い
う
同
一
刻
法
と
は
、
刻
者
の
同
手
・
別
手
を
問
わ
ず
、
奏
刀
す
る

刻
法
が
特
定
の
刻
法
を
祖
述
し
て
奏
刀
し
た
と
判
断
さ
れ
る
一
類
の
通
性
を
も

つ
刻
法
を
い
い
、特
定
刻
法
と
は
、原
稿
で
あ
る
筆
跡
の
筆
法
に
従
属
せ
ず
（
稿

者
の
こ
れ
ま
で
の
観
察
に
よ
っ
て
推
測
す
れ
ば
、
著
し
く
拙
劣
な
奏
刀
者
を
除
け
ば
、

結
構
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
筆
跡
に
従
う
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
時
代
と
と
も

に
一
般
化
す
る
よ
う
で
あ
る
。）、
自
律
的
に
特
定
の
刻
法
で
特
定
の
筆
法
を
刻

出
し
特
定
の
風
趣
を
表
現
す
る
刻
法
を
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
特
定
刻
法
が
一

類
の
通
性
を
も
つ
同
一
刻
法
と
し
て
時
代
あ
る
い
は
地
域
を
越
え
て
複
数
に
認

め
ら
れ
る
と
き
、
伝
播
す
る
特
定
刻
法
と
呼
び
う
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
平

成
二
十
五
年
度
（
継
続
）「
中
国
北
朝
墓
誌
に
お
け
る
特
定
刻
法
の
伝
播
に
関

す
る
基
礎
的
研
究
」
課
題
番
号23520184

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一　

三
誌
の
概
要

　

同
日
に
葬
ら
れ
た
李
媛
華
と
そ
の
義
理
の
子
元
子
直
、
な
ら
び
に
両
墓
誌
の

詳
細
は
「
旧
稿2011

」
に
譲
っ
て
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
振
り
返
る
こ
と
と
す
る
。

北
朝
墓
誌
に
み
る
刻
法
の
伝
播

―
特
定
刻
法
［003

］
に
つ
い
て
―
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ａ　

李
媛
華
墓
誌

　

李
媛
華
は
献
文
帝
の
子
元
勰
の
妃
。
元
勰
墓
誌
と
同
兆
か
ら
出
土
し

た
。
李
媛
華
墓
誌
は
郭
玉
堂
『
洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
』
に
、「
民
国
九
年 

（
一
九
二
〇
）、
洛
陽
城
北
の
張
羊
村
の
西
の
小
塚
内
出
土
。
南
陳
荘
村
の
北
の

石
夫
人
（
元
継
妃
石
婉
）
の
塚
と
相
近
し
。」
と
記
録
す
る
。
出
土
後
、
武
進
の

陶
湘
の
所
蔵
を
経
て
、
現
在
は
遼
寧
省
博
物
館
に
あ
る
。
七
九
×
七
八
・
五
㎝
。

三
六
行
、
満
行
三
七
字
。
蓋
は
す
で
に
亡
佚
し
て
い
る
。
誌
文
に
は
、
李
媛
華

は
正
光
五
年
（
五
二
四
）
正
月
十
五
日
、
四
十
二
歳
で
自
宅
に
歿
し
、
同
年
秋

八
月
六
日
に
「
武
宣
王
陵
に
合
葬
」
さ
れ
た
と
あ
る
。
ち
な
み
に
武
宣
王
（
元

勰
の
謚
）
陵
の
位
置
を
、元
勰
墓
誌
に
は
「
長
陵
（
孝
文
帝
陵
）
の
北
山
」
と
い
っ

て
い
る
。

ｂ　

元
子
直
墓
誌

　

元
子
直
は
献
文
帝
の
孫
で
、
父
は
元
勰
で
あ
る
が
、
李
媛
華
の
実
子
で
は
な

い
。
郭
玉
堂
『
洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
』
に
は
、「
民
国
十
一
年
（
一
九
二
二
）

陰
暦
九
月
、
洛
陽
城
北
の
南
陳
荘
村
の
南
の
張
姓
の
地
中
出
土
。
元
挺
夫
婦
墓

誌
の
出
土
の
処
と
相
近
し
。」
と
あ
る
。
元
子
直
は
、
誌
文
に
よ
れ
ば
正
光
五

年
四
月
十
二
日
に
自
宅
に
歿
し
、
同
年
八
月
六
日
に
「
長
陵
（
孝
文
帝
陵
）
の

東
北
」
に
葬
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
南
陳
荘
村
の
南
」「
長
陵
の
東
北
」
に

あ
っ
た
そ
の
兆
域
は
、
父
母
の
兆
域
「
張
羊
村
の
西
」「
長
陵
の
北
山
」
と
程

近
い
。
蓋
は
亡
佚
し
て
い
る
。
該
誌
は
、
七
七
×
七
六
㎝
、
二
七
行
、
満
行

三
一
字
。
出
土
後
、
于
右
任
の
所
蔵
を
経
て
、
い
ま
西
安
碑
林
博
物
館
に
あ
る
。

ｃ　

元
徽
墓
誌

　

元
徽
は
、
字
は
顕
順
。
恭
宗
元
晃
（
諡
は
景
穆
、
景
穆
皇
帝
と
追
尊
さ
れ
る
）

の
曽
孫
で
、元
鸞
（
諡
は
懐
王
）
の
子
。
長
兄
の
元
顕
魏
、次
兄
の
元
恭
（『
魏
書
』

に
は
元
顕
恭
、
字
は
懐
忠
と
あ
る
）
に
も
そ
れ
ぞ
れ
墓
誌
が
あ
る
。
ま
た
、
元
徽

墓
誌
や
『
魏
書
』
に
そ
の
名
が
み
え
な
い
が
、
亀
形
の
墓
誌
で
著
名
な
元
顕
儁

墓
誌
に
「
景
穆
皇
帝
の
曽
孫
、
鎮
北
将
軍
刺
史
城
陽
懐
王
の
季
子
な
り
」
と
あ

る
元
顕
儁
も
そ
の
弟
で
あ
る
。

　

元
徽
は
、
世
宗
宣
武
帝
の
と
き
に
封
を
襲
ぎ
、
敬
宗
孝
荘
帝
（
荘
帝
）
に
は

侍
中
・
大
司
馬
・
太
尉
公
に
除
せ
ら
れ
親
侍
し
た
が
、『
魏
書
』
景
穆
十
二
王

列
伝
の
元
徽
伝
に
は
、「
爾
朱
兆
の
入
る
る
に
及
ん
で
、
禁
衛　
奔
散
す
。
荘
帝

は
歩
も
て
雲
龍
門
を
出
で
、徽
は
馬
に
乗
り
奔
度
す
。
帝　
頻
り
に
之
を
呼
ぶ
も
、

徽　
顧
み
ず
し
て
去
る
。」
と
伝
え
、
続
け
て
「
遂
に
山
南
に
走
げ
、
故
吏
の
寇

彌
の
宅
に
至
る
。
彌　
外
は
容
納
す
と
雖
も
、
内
は
自
ら
安
ん
ぜ
ず
、
乃
ち
徽

を
怖
れ
、
官
捕　
将
に
至
ら
ん
と
す
と
云
ひ
、
其
れ
を
し
て
他
所
に
避
け
し
め
、

人
を
し
て
路
に
於
て
邀
害
せ
し
め
、
屍
を
爾
朱
兆
に
送
る
。」
と
記
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
難
事
は
墓
誌
に
は
見
え
な
い
。

　

墓
誌
に
よ
れ
ば
「
春
秋
卌
一
。
永
安
三
年
（
五
三
〇
）、
歳
は
庚
戌
に
次
る

十
二
月
五
日
、
洛
陽
の
南
原
に
薨
」
じ
、「
太
昌
元
年
（
五
三
二
）、
歳
は
壬
子

に
次
る
十
一
月
辛
卯
朔
の
十
九
日
己
酉
、
洛
陽
の
穀
山
に
窆
ら
」
れ
た
。
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郭
玉
堂
『
洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
』
に
「
民
国
七
年
（
一
九
一
八
）、
洛
陽

の
後
海
資
の
北
、北
平
塚
の
西
、第
四
塚
内
出
土
。」
と
記
す
該
誌
の
出
土
地
「
後

海
資
の
北
」
は
、
洛
陽
城
の
真
北
に
位
置
し
、
李
媛
華
墓
誌
が
出
土
し
た
「
張

羊
村
の
西
」
や
元
子
直
両
誌
が
出
土
し
た
「
南
陳
荘
村
の
南
」
と
は
程
近
い
。

該
誌
は
五
五
・
七
×
五
七
・
一
㎝
。
三
一
行
、
満
行
三
二
字
。
出
土
後
、
陶
湘
の

所
蔵
を
経
て
、
現
在
は
遼
寧
省
博
物
館
に
あ
る
。
蓋
は
亡
佚
し
て
い
る
。

二　

三
誌
の
書
風

　

李
媛
華
・
元
子
直
両
誌
の
筆
者
が
同
手
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
は
、

「
旧
稿2011

」
に
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
要
点
を
図
１
・

図
２
を
も
っ
て
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
図
１
は
李
媛
華
・
元
子
直
両

誌
に
み
え
る
同
字
を
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
誌
の
書
風
は
と
も
に
古
文
・

篆
書
を
取
り
込
む
繁
縟
な
字
画
を
多
用
し
て
結
構
も
変
化
に
富
み
、
酷
似
す
る
。

ま
た
図
２
は
、
各
誌
に
見
え
る
「
節
」
字
全
て
を
前
後
の
字
を
含
め
て
抽
出
し

た
も
の
で
あ
る
。
両
誌
と
も
「
節
」
字
の
竹
冠
を
行
の
中
央
に
置
い
て
書
き
進

め
る
結
果
、「
節
」
字
全
体
が
行
の
右
に
寄
る
不
具
合
を
生
じ
て
い
る
が
、
そ

の
自
覚
を
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
両
誌
と
も
終
始
こ
の
不
具
合

を
繰
り
返
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
両
誌
の
筆
者
は
同
手
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
元
徽
墓
誌
の
書
風
は
李
媛
華
・
元
子
直
両
誌
と
全
く
相
反
す
る
。
図

３
は
右
に
元
徽
墓
誌
、
左
に
李
・
元
両
誌
を
列
し
て
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
比
較
に
自
明
で
あ
る
よ
う
に
、
元
徽
墓
誌
の
筆
者
は
李
・
元
両
誌
と
明
ら

か
に
別
手
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
字
形
は
李
・
元
両
誌
が
縦
長
・
横
長
・
裾
広

が
り
と
ま
ち
ま
ち
で
、
と
き
に
は
一
部
位
を
傾
斜
さ
せ
る
な
ど
し
て
変
化
を
追

う
の
に
対
し
、
元
徽
墓
誌
は
平
穏
で
、
下
半
身
を
わ
ず
か
に
窄
め
気
味
に
し
て

方
形
に
納
め
よ
う
と
す
る
結
構
を
貫
き
、
字
体
の
選
択
に
も
李
・
元
両
誌
の
よ

う
な
繁
縟
趣
向
は
微
塵
も
な
い
。

三　

三
誌
の
刻
法

　
「
旧
稿2011

」
に
詳
述
し
た
と
お
り
、
李
媛
華
墓
誌
に
は
六
（
乃
至
七
）
種

の
刻
調
が
混
在
し
、
そ
の
分
布
は
複
雑
で
、
中
に
は
奏
刀
技
術
が
や
や
未
熟
な

刻
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
図
４
は
、
李
媛
華
墓
誌
中
の
刻
調
六
種

を
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
三
字
を
も
っ
て
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
元
子

直
墓
誌
に
も
九
種
の
刻
調
が
混
在
し
、
李
媛
華
墓
誌
以
上
に
そ
の
分
布
は
複
雑

で
、
奏
刀
が
極
め
て
未
熟
な
刻
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
図
５
は
、
元
子
直
墓
誌

中
の
刻
調
九
種
を
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
三
字
を
も
っ
て
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
両
誌
と
も
多
数
の
刻
調
が
混
在
す
る
が
、
同
時
に
両
誌
の
間
に
は

同
一
刻
法
が
認
め
ら
れ
る
。
図
６
は
、
両
誌
中
に
混
在
す
る
刻
調
の
な
か
で
、

そ
れ
ぞ
れ
奏
刀
の
熟
練
度
の
高
い
刻
調
を
対
比
し
た
も
の
で
、
右
に
李
媛
華
墓

誌
、
左
に
元
子
直
墓
誌
を
列
し
た
。
詳
細
は
「
旧
稿2011

」
に
譲
る
が
、
図
６
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図１　李・元両誌の書風
　　　李媛華墓誌（右）　元子直墓誌（左）

図２－１
李媛華墓誌中の「節」字

図２－２
元子直墓誌中の「節」字
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図３　三誌の書風
　　　元徽墓誌（右）　李・元両誌（左）

ウ　　　 イ　　　 ア

カ　　　 オ　　　 エ

ウ　　　 イ　　　 ア

カ　　　 オ　　　 エ

ケ　　　 ク　　　 キ

図
４　

李
媛
華
墓
誌
中
の
六
種
の
刻
調

図
５　

元
子
直
墓
誌
中
の
九
種
の
刻
調
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に
対
比
し
た
こ
れ
ら
各
字
の
刻
者
が
祖
述
し
て
い
た
刻
法
は
明
ら
か
に
同
一
で

あ
る
。
た
だ
し
、
刻
者
は
お
そ
ら
く
別
手
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
図
７
の

と
お
り
、
李
媛
華
墓
誌
（
右
）・
元
子
直
墓
誌
（
左
）
中
の
奏
刀
が
や
や
劣
る

そ
れ
ぞ
れ
の
刻
者
が
祖
述
す
る
刻
法
も
、
ま
た
同
一
刻
法
で
あ
る
。

　

一
方
、
元
徽
墓
誌
に
も
（
三
乃
至
四
種
）
の
刻
調
が
混
在
す
る
。
い
ま
、
刻

調
の
特
徴
が
明
瞭
な
箇
所
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
六
字
を
採
っ
て
対
比
す
る

と
、
図
８
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
う
ち
左
端
の
刻
は
明
ら
か
に
他
者

に
比
べ
奏
刀
が
未
熟
で
、
他
の
両
者
と
別
手
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
残

る
右
・
中
央
の
両
者
の
刻
調
の
間
に
は
、
刻
出
す
る
筆
画
に
痩
硬
と
腴
潤
の
違

い
が
明
瞭
で
あ
る
も
の
の
、
奏
刀
の
技
術
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
等
で
、
し
か
も

誌
面
に
は
痩
硬
と
腴
潤
の
相
違
が
曖
昧
な
箇
所
（
あ
る
い
は
さ
ら
に
別
手
も
参

画
す
る
か
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
）
も
あ
り
、
両
者
の
分
布
域
に
は
明
確
に
区
切

り
が
た
い
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
で
熟
練
の
奏
刀
技
術
を
示
す
両
者
（
図
８
の
右

と
中
央
）
を
ひ
と
括
り
に
し
、
こ
れ
に
比
べ
て
未
熟
な
も
の
（
図
８
の
左
）
と

対
比
す
る
と
、
元
徽
墓
誌
の
刻
調
は
図
９
の
よ
う
に
明
確
に
両
分
で
き
る
。

四　

三
誌
間
の
特
定
刻
法
甲
と
二
誌
間
の
乙

　

図
３
に
見
た
と
お
り
、
李
媛
華
・
元
子
直
両
誌
と
元
徽
墓
誌
の
書
風
は
、
結

図６　李・元各誌の熟練刻調の比較
　　　李媛華墓誌（右）　元子直墓誌（左）
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図７　李・元各誌の未熟刻調
　　　李媛華墓誌（右）
　　　元子直墓誌（左）

図８
元徽墓誌中の三種の刻調

図９　元徽墓誌中の
　　　熟練刻調（右）と未熟刻調（左）
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構
・
字
体
・
風
趣
に
お
い
て
全
く
異
な
り
、
筆
者
が
別
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ

う
が
な
い
。
し
か
し
、
三
誌
間
に
は
類
似
す
る
刻
法
が
認
め
ら
れ
る
。
図
10
は

李
・
元
両
誌
中
の
奏
刀
が
勝
る
刻
者
の
刻
法
と
元
徽
墓
誌
中
の
奏
刀
が
勝
る
刻

者
の
刻
法
、
ま
た
、
李
媛
華
墓
誌
中
の
奏
刀
が
未
熟
な
刻
者
の
内
の
一
人
の
刻

法
と
元
徽
墓
誌
中
の
奏
刀
が
未
熟
な
刻
者
の
刻
法
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
比
し
た

も
の
で
あ
る
。
図
は
右
に
李
・
元
両
誌
を
、
左
に
元
徽
墓
誌
を
列
し
た
。
内
、

「
野
・
招
・
実
・
里
・
爵
」
以
下
「
生
・
八
・
陽
・
其
・
斯
」
の
十
八
字
が
奏

刀
の
勝
る
刻
者
の
刻
法
で
、
末
の
「
谷
・
徳
・
遠
・
貞
」
四
字
が
奏
刀
の
未
熟

な
刻
者
の
刻
法
で
あ
る
。
い
ま
便
宜
上
、
前
十
八
字
の
刻
調
を
〈
甲
〉、
後
四

字
の
刻
者
の
刻
調
を
〈
乙
〉
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

図
３
に
見
た
と
お
り
、
書
風
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
た
李
・
元
両
誌
と
元
徽

墓
誌
の
両
者
が
、
図
10
で
は
一
転
し
て
、〈
甲
〉〈
乙
〉
そ
れ
ぞ
れ
に
す
っ
か
り

同
じ
風
趣
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
に
認
め
ら
れ
る
同
一
の
刻
法
の

も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
跡
の
風
趣
が
埋
没
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
図
10
の
左
列
に
列
し
た
李
・
元
両
誌
の
各
字
に
は
、
図
１
で
み
た

よ
う
な
多
彩
な
結
構
や
繁
縟
な
字
画
が
影
を
潜
め
て
は
い
る
も
の
の
、
両
誌
中

図10　元徽墓誌（右）と李・元両誌（左）の
　　　熟練刻調〈甲〉と未熟刻調〈乙〉
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の
〈
甲
〉
そ
し
て
〈
乙
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
通
性
が
際
立
っ
て
、
筆
跡
の
風
趣
が

埋
没
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
図
10
中
の
李
・
元
両
誌
と
元
徽
墓
誌
の
結
構
が

や
や
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
の
風
趣
の
酷
似
を
助
長
す
る
要
素
で
は
あ

る
が
、
同
一
刻
法
が
酷
似
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

刻
法
の
同
否
が
風
趣
を
大
き
く
左
右
す
る
構
造
は
、
図
10
中
の
〈
甲
〉
に
よ

る
十
八
字
と
〈
乙
〉
に
よ
る
四
字
と
の
風
趣
の
歴
然
た
る
差
か
ら
も
知
ら
れ
よ

う
。
す
な
わ
ち
、〈
甲
〉
も
〈
乙
〉
も
、
両
誌
の
異
な
る
筆
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の

個
性
（
原
稿
で
あ
る
筆
跡
の
書
風
）
を
超
克
し
て
、〈
甲
〉
は
甲
独
自
の
〈
乙
〉

は
乙
独
自
の
風
趣
を
刻
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
跡
の
筆
法
に
従
属
せ
ず
、

特
定
の
刻
法
で
特
定
の
筆
法
と
特
定
の
風
趣
を
刻
出
し
て
い
る
〈
甲
〉〈
乙
〉
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
紛
れ
も
な
い
特
定
刻
法
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
〈
甲
〉
と
〈
乙
〉
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

五　

特
定
刻
法
甲
と
乙
の
関
係

　

正
光
五
年
（
五
二
四
）
の
李
媛
華
・
元
子
直
両
誌
と
、
そ
の
八
年
後
の
太
昌

元
年
（
五
三
二
）
に
刻
さ
れ
た
元
徽
墓
誌
と
の
間
に
〈
甲
〉
が
認
め
ら
れ
る
の

み
な
ら
ず
、
李
媛
華
墓
誌
と
元
徽
墓
誌
と
の
間
に
は
さ
ら
に
〈
乙
〉
ま
で
も
認

め
ら
れ
る
。
李
・
元
両
誌
と
元
徽
墓
誌
に
は
八
年
の
隔
た
り
が
あ
り
な
が
ら
、

同
一
刻
法
が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
、
も
と
よ
り
特
定
の
刻
法
が
時
を
越
え
て
伝

播
し
て
い
た
証
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
三
誌
間
に
認
め
ら
れ
る
〈
甲
〉
も

二
誌
間
に
認
め
ら
れ
る
〈
乙
〉
も
、
と
も
に
伝
播
す
る
特
定
刻
法
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
稿
者
が
こ
れ
ま
で
い

く
つ
か
の
事
例
を
検
出
し
て
き（２
）た
と
お
り
、
程
近
い
兆
域
に
同
日
に
葬
ら
れ
た

兄
弟
や
親
子
な
ど
、
親
等
が
近
い
親
族
間
の
墓
誌
に
は
、
と
き
お
り
複
数
の
同

一
刻
法
が
各
誌
に
互
見
す
る
現
象
が
あ
る
。
義
理
の
母
子
で
あ
る
李
媛
華
と
元

子
直
の
各
墓
誌
間
に
同
一
刻
法
が
認
め
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
事
例
の
ひ
と
つ
に

他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
李
・
元
両
誌
と
元
徽
墓
誌
の
両
者
の
場
合
は
、
兆

域
こ
そ
程
近
い
と
は
い
え
、
両
者
の
間
に
は
八
年
も
の
隔
た
り
が
あ
り
、
同
日

葬
の
事
例
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
、
元
徽
と
李
媛
華
の
夫

元
勰
と
は
と
も
に
恭
宗
景
穆
帝
の
曽
孫
で
は
あ
る
も
の
の
、
元
勰
の
祖
父
は
恭

宗
景
穆
帝
の
長
子
高
宗
文
成
帝
、
父
は
そ
の
長
子
顕
祖
献
文
帝
で
、
一
方
の
元

徽
の
祖
父
は
高
宗
文
成
帝
の
腹
違
い
の
弟
元
長
寿
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
兄

弟
や
親
子
な
ど
親
等
が
近
い
親
族
間
の
事
例
と
同
然
に
扱
う
こ
と
は
到
底
で
き

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
・
元
両
誌
と
元
徽
墓
誌
の
間
に
は
、
上
に
み
た

と
お
り
同
一
刻
法
〈
甲
〉
が
互
見
し
、李
媛
華
墓
誌
と
元
徽
墓
誌
の
間
に
〈
乙
〉

が
互
見
す
る
。

　

そ
こ
で
、
い
ま
い
ち
ど
李
媛
華
墓
誌
に
混
在
す
る
刻
調
を
列
挙
し
た
図
４
、

元
子
直
墓
誌
に
混
在
す
る
刻
調
を
列
挙
し
た
図
５
に
戻
っ
て
み
た
い
。
李
媛
華

墓
誌
に
混
在
す
る
六
種
の
刻
調
の
な
か
に
は
、
近
似
要
素
の
あ
る
刻
法
が
認
め

ら
れ
る
。
顕
著
な
も
の
で
い
え
ば
、
図
４
中
の
ア
と
ウ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
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が
刻
し
出
す
筆
画
が
痩
硬
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
が
刻
し
出
す
筆
画
は
腴
潤
で

あ
り
、
ア
の
転
折
は
方
勢
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
の
転
折
は
円
勢
で
あ
る
な
ど

の
差
異
が
あ
る
一
方
で
、
両
者
に
は
起
筆
部
や
収
筆
部
を
と
も
に
几
帳
面
に
拵

え
る
こ
と
で
、
気
持
ち
を
行
き
届
か
せ
た
清
爽
の
書
風
を
表
現
し
得
て
い
る

な
ど
の
類
似
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
質
と
同
質
が
共
存
す
る
様
子
は
、

ア
ウ
と
エ
と
の
間
に
も
、
ま
た
エ
と
オ
と
の
間
に
も
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
相
互

に
関
連
し
あ
う
様
相
が
あ
る
。
同
様
に
元
子
直
墓
誌
の
図
５
中
の
、
ウ
と
エ
、

オ
と
カ
と
ケ
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
図
６
や
図
７
に
す
で
に
み
た
と
お
り
、

李
媛
華
墓
誌
と
元
子
直
墓
誌
の
両
者
に
は
、
酷
似
す
る
刻
法
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
混
在
す
る
刻
法
間
の
関
連
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
李
媛
華
墓
誌
や
元

子
直
墓
誌
に
混
在
す
る
各
種
刻
調
の
差
異
は
、
ど
れ
も
が
同
一
の
刻
法
を
祖
述

す
る
刻
者
た
ち
の
習
熟
度
の
差
異
な
ど
が
反
映
し
た
結
果
と
考
え
る
の
が
穏
当

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
李
媛
華
・
元
子
直
両
誌
は
と
も
に
、
同
じ
刻
法
を
祖

述
す
る
刻
派
に
所
属
す
る
成
員
―
―
と
い
っ
て
も
実
際
に
は
経
験
年
数
や
過
去

に
身
に
付
け
た
潜
在
的
刻
法
が
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
刻
者
―
―
が
分
担
し
て
刻

し
た
墓
誌
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
目
を
図
８
に
転
じ
て
み
る
と
、
元
徽
墓
誌
中
に
混
在
す
る
刻
調
中
の

三
種
に
も
同
様
の
現
象
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く

と
も
元
徽
墓
誌
中
に
混
在
す
る
そ
の
三
種
は
、
同
一
の
刻
法
を
祖
述
す
る
刻
者

た
ち
の
習
熟
度
の
わ
ず
か
差
異
な
ど
、
個
々
が
持
つ
経
験
的
差
異
が
反
映
し
た

結
果
と
み
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
李
媛
華
墓
誌
・
元
子
直
墓
誌
・
元
徽
墓
誌
は
、
異
な
る
刻
法
を

体
得
す
る
刻
者
が
分
業
し
た
の
で
は
な
く
、
同
一
刻
法
を
祖
述
す
る
刻
派
の
成

員
に
よ
っ
て
刻
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
三
誌
に
認
め
ら
れ
る
同
一
刻
法
は
、
筆
跡

の
書
風
に
従
属
せ
ず
、
八
年
の
隔
た
り
を
も
越
え
て
同
趣
の
書
風
を
刻
出
す
る

特
定
刻
法
で
あ
る
ゆ
え
に
、
李
・
元
両
誌
と
元
徽
墓
誌
に
、「
野
・
招
・
実
・

里
・
爵
」
以
下
十
八
字
に
顕
著
な
と
お
り
、
同
一
刻
法
〈
甲
〉
が
認
め
ら
れ
る

ば
か
り
で
な
く
、李
媛
華
墓
誌
と
元
徽
墓
誌
に
は
さ
ら
に
「
谷
・
徳
・
遠
・
貞
」

四
字
に
み
る
〈
乙
〉
ま
で
も
が
互
見
す
る
状
態
、
す
な
わ
ち
刻
法
上
の
濃
密
な

関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
見
異
な
る
刻
派
で
あ
る
か
の
よ
う
な
〈
乙
〉
の
刻
者
も
、
実
は
〈
甲
〉
の

刻
者
と
同
派
の
成
員
に
ほ
か
な
ら
ず
、〈
甲
〉
と
の
刻
調
の
差
異
は
、〈
甲
〉
の

刻
者
と
の
習
熟
度
の
差
異
が
反
映
し
た
結
果
で
、類
推
し
て
言
え
ば
、刻
法〈
甲
〉

を
学
習
す
る
お
そ
ら
く
初
期
の
段
階
で
は
〈
乙
〉
の
よ
う
な
刻
調
を
帯
び
る
の

で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
〈
乙
〉
を
内
在
す
る
刻
法
〈
甲
〉
が
代
表
す

る
刻
法
は
す
で
に
み
た
と
お
り
各
誌
の
筆
跡
に
従
属
せ
ず
、
時
を
越
え
て
伝
播

し
た
特
定
刻
法
に
ほ
か
な
ら
ず
、
特
定
刻
法
［003

］
と
呼
び
う
る
。

お
わ
り
に

　
「
旧
稿2011
」
で
は
、
本
稿
の
図
６
を
掲
げ
て
、
図
の
李
媛
華
墓
誌
の
列
は
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全
て
［
刻
法
Ａ
］
の
各
字
、
元
子
直
墓
誌
の
列
の
「
自
・
未
・
載
・
齢
・
錫
・

古
・
華
・
追
・
魯
・
猶
・
易
・
俗
・
陽
・
早
・
今
・
勲
・
雖
」の
十
七
字
は［
刻

法
Ｂ
］、「
光
・
水
・
昬
・
門
・
暁
」
の
五
字
は
［
刻
法
ｂ
］
と
区
分
し
た
う
え

で
、［
刻
法
Ａ
］
と
［
刻
法
Ｂ
ｂ
］
と
は
同
一
刻
法
で
あ
り
、［
刻
法
Ａ
］
と
［
刻

法
Ｂ
］
と
は
同
手
の
可
能
性
を
も
抱
か
せ
る
ほ
ど
に
酷
似
す
る
別
手
と
述
べ
た
。

ま
た
本
稿
の
図
七
を
掲
げ
て
、図
の
両
者
（
す
な
わ
ち
［
刻
法
Ｃ
］
と
［
刻
法
Ｄ
］）

は
、
明
確
に
は
い
え
な
い
が
、
同
手
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
た
。
こ
の

結
論
に
変
わ
り
は
な
い
が
、「
旧
稿2011

」
で
は
さ
ら
に
、［
刻
法
Ａ
］
と
［
刻

法
Ｂ
ｂ
］、［
刻
法
Ｃ
］
と
［
刻
法
Ｄ
］
以
外
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
刻
法
の
体
得

者
で
あ
る
と
み
て
、
無
秩
序
な
鐫
刻
分
担
者
選
定
の
社
会
的
必
然
条
件
に
論
及

し
、
あ
る
種
の
慣
習
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
に
元
徽
墓
誌
中
に
同
一
刻
法
〈
甲
〉〈
乙
〉
を
検
出
し
え

た
こ
と
で
、「
旧
稿2011

」
中
の
「［
刻
法
Ａ
］
と
［
刻
法
Ｂ
ｂ
］、［
刻
法
Ｃ
］

と
［
刻
法
Ｄ
］
以
外
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
刻
法
の
体
得
者
で
あ
る
。」
と
の
観

察
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
李
媛
華
墓
誌
と
元
子
直

墓
誌
の
事
例
を
「
刻
者
間
に
機
会
均
等
の
分
業
方
式
を
取
ろ
う
と
す
る
、
あ
る

種
の
慣
習
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
」
も
の
と
し
た
考
え
も
撤
回

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

稿
者
は
、
同
日
葬
の
親
族
間
墓
誌
に
は
、
相
互
に
同
一
刻
法
が
現
れ
る
現
象

を
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
も
っ
て
検
証
し
て
き
た
が
、
刻
者
組
織
の
成
員
あ
る

い
は
墓
誌
鐫
刻
を
受
注
し
た
と
き
に
集
う
刻
者
に
は
、
異
な
る
刻
法
を
祖
述
す

る
刻
者
の
ほ
か
に
も
、
同
一
刻
法
を
祖
述
す
る
刻
者
だ
け
が
集
う
場
合
も
あ
る

こ
と
を
、
李
媛
華
・
元
子
直
・
元
徽
三
誌
は
示
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
え
た
主
な
事
項
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一　

李
媛
華
・
元
子
直
・
元
徽
三
誌
の
間
に
は
、
筆
跡
に
従
属
せ
ず
祖
述
す
る

特
定
の
刻
法
に
よ
っ
て
特
定
の
書
風
を
刻
出
す
る
特
定
刻
法
［003

］
が
認

図
11　

特
定
刻
法
［003

］
の
通
性　

元
徽
墓
誌
（
右
）
と
李
・
元
両
誌
（
左
）
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め
ら
れ
る
。
ま
た
、
李
媛
華
・
元
子
直
両
誌
と
元
徽
墓
誌
の
間
に
は
八
年
の

隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、［003

］
は
八
年
の
時
を
越
え
て
伝
播
し
て
い
た

特
定
刻
法
と
い
え
る
。

二
、
そ
の
特
定
刻
法
［003

］
の
通
性
は
、
本
稿
の
図
６
、
図
９
中
の
右
列
、

図
10
中
の
〈
甲
〉
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
通
性
を
列
記
す
れ
ば
次
の
よ
う

で
あ
る
。

・
細
工
は
総
じ
て
精
緻
で
あ
る
。

・
起
筆
・
収
筆
部
の
棱
角
（
筆
押
え
の
形
状
）
を
几
帳
面
に
拵
え
て
整
え
る
。

・
転
折
で
は
棱
角
を
強
調
せ
ず
に
、
や
や
遠
勢
気
味
に
円
潤
に
作
る
。

・
線
条
に
細
太
は
少
な
く
比
較
的
均
質
で
、
終
始
円
厚
の
筆
致
を
表
現
す
る
。

・
左
払
（
掠
）
の
起
筆
に
は
特
異
な
奏
刀
が
頻
出
す
る
。

そ
し
て
、
右
の
通
性
を
顕
著
に
反
映
し
た
字
跡
を
、
こ
れ
ま
で
に
図
示
し
た

も
の
と
の
重
複
を
厭
わ
ず
選
抜
す
れ
ば
、
図
11
の
よ
う
で
あ
る
。
図
の
右
列

が
元
徽
墓
誌
、
左
列
が
李
媛
華
・
元
子
直
墓
誌
で
あ
る
。

三　

李
媛
華
・
元
子
直
・
元
徽
三
誌
に
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
刻
調
が
複
雑

に
混
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
刻
調
は
、
図
11
に
総
括
で
き
る
特
定
刻
法
［003

］

を
祖
述
す
る
同
派
の
成
員
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
三
・
一
〇
・
一
二
）

　

注
１　
『
書
学
書
道
史
論
叢
／
２
０
１
１
』（
書
学
書
道
史
学
会
編
、
萱
原
書
房
発
行
、

二
〇
一
一
年
）
所
収
。

２　

以
下
の
拙
稿
で
検
証
し
た
五
例
が
あ
る
。

　
「
北
朝
墓
誌
の
書
者
と
刻
者
に
つ
い
て
―
元
勰
墓
誌
と
元
詳
墓
誌
―
」（「
大
東
書
道

研
究
二
〇
〇
六
」
所
収
、
二
〇
〇
七
年
）

　
「
北
朝
墓
誌
の
刻
に
つ
い
て
―
元
毓
墓
誌
と
元
昉
墓
誌
―
」（「
群
馬
大
学
教
育
学
部

紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
」
第
五
六
巻
所
収
、
二
〇
〇
七
年
）

　
「
北
朝
墓
誌
の
刻
―
元
顥
墓
誌
と
元
頊
墓
誌
―
」（「
大
東
書
道
研
究
二
〇
〇
七
」
所

収
、
二
〇
〇
八
年
）

　
「
隋
代
墓
誌
の
刻
に
つ
い
て
―
張
盈
墓
誌
と
夫
人
蕭
氏
墓
誌
―
」（「
大
東
書
道
研
究
」

第
一
六
号
所
収
、
二
〇
〇
九
年
）

　
「
東
魏
墓
誌
の
刻
に
つ
い
て
―
李
挺
墓
誌
・
劉
幼
妃
墓
誌
・
元
季
聡
墓
誌
―
」（「
大

東
書
道
研
究
」
第
一
七
号
所
収
、
二
〇
一
〇
年
）


